
公立病院改革懇談会（第１回） 

 

 

平成１９年７月２３日（月） 

午後１時 30 分～3 時３０分 

全国都市会館１階第 6 会議室 

 

次  第 

 

１ 開会 

 

２ 久保自治財政局長挨拶 

 

３ 委員紹介 

 

４ 議 題 

（１）懇談会の運営について 

○ 開催要項について 

       

（２）資料説明 

○ これまでの公立病院改革に関する検討経過について 

 

（３）意見交換 

 

（４）その他 

 

５ 閉 会 

 

 

資料 

 

 ○ 「公立病院改革懇談会」開催要項（案）  …… 資料１ 

  ○ 公立病院改革について ……資料２ 

  



資料１

「公立病院改革懇談会」開催要項 

 

 

 １．趣  旨   

   公立病院改革については、５月の経済財政諮問会議において、総務大臣から①経

営効率化、②再編・ネットワーク化、③経営形態の見直し、の３つの視点に立った

改革を推進する旨、表明したところである。 

   ６月１９日の「経済財政改革の基本方針２００７」においても、「総務省は、平

成１９年内に各自治体に対しガイドラインを示し、経営指標に関する数値目標を設

定した改革プランを策定するよう促す」とされたところである。 

   このたび「公立病院改革ガイドライン」策定に当たり、有識者の意見を伺うため、

「公立病院改革懇談会」を開催する。 

 

 ２．名  称   

  本会合は、「公立病院改革懇談会」（以下｢懇談会」という。）と称する。 

 

 ３．検討内容   

  公立病院改革ガイドライン策定に当たり、諸課題について検討する。 

 

   〔主な課題〕 

    ○経営効率化 

    ○再編・ネットワーク化 

    ○経営形態の見直し 

 

 ４．構 成 員   

  別紙のとおり。 

 

 ５．運  営   

（１）座長は、懇談会を招集し、主宰する。 

（２）座長は、不在の場合など必要の都度、これを代行する者を指名することができ

る。 

（３）座長は、必要に応じ、関係団体等に出席を求めることができる。 

（４）会合は、公開しないが、会合終了後、配布資料を公表する。また、速やかに懇

談会の議事概要を作成し、これを公表するものとする。 

 

 ６．庶  務   

  懇談会の庶務は、総務省自治財政局地域企業経営企画室が行う。 



総務省総務省 自治財政局地域企業経営企画室自治財政局地域企業経営企画室

－－ 平成１９年７月２３日平成１９年７月２３日 －－

公立病院改革について公立病院改革について

資料２



①全国の病院に占める自治体病院の割合

(単位：病院)
Ａ－国立 294（ 3.3%）
Ｂ－自治体立 1,060（ 11.8%）
Ｃ－公的 302（ 3.3%）
Ｄ－社会保険関係 129（ 1.4%）
Ｅ－医療法人・個人 6,372（ 70.6%）
Ｆ－その他 869（ 9.6%）

合 計 9,026（100.0%）

病床数

B
自治体立

15.6%

F
Ａ

C

DE

(単位：床)
Ａ－国立 125,295（ 7.7%）
Ｂ－自治体立 250,817（ 15.4%）
Ｃ－公的 100,437（ 6.1%）
Ｄ－社会保険関係 37,525（ 2.3%）
Ｅ－医療法人・個人 901,196（ 55.2%）
Ｆ－その他 216,203（ 13.3%）

合 計 1,631,473（100.0%）

病院数

厚生労働省 医療施設調査
（平成17年10月1日現在）

B

自治体立

11.8%

F

Ａ

C

D

E

１．自治体病院の現状１．自治体病院の現状
ⅠⅠ 病院事業病院事業
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② 自治体病院の役割
自治体病院の占める割合

（全国自治体病院開設者協議会 平成１８年度定時総会資料）

自治体立
　71．3%

（174病院）

国立・公的
・その他

28.7%
（70病院）

244病院

自治体立
　38．6%

（73病院）

189病院

国立・公的
・その他

61.4%
（116病院）

へき地医療拠点病院

（平成17年度3月31日現在）

救命救急センター

（平成18年2月1日現在）

地域災害医療センター 小児救急医療拠点病院 地域がん診療拠点病院

エイズ治療拠点病院

（平成16年4月1日現在）

（平成18年2月1日現在） （平成17年4月1日現在） （平成17年1月17日現在）

自治体立
　45．6%

（229病院）

自治体立
　40．7%

（11病院）

自治体立
　46．7%

（63病院）

自治体立
　37．4%

（138病院）

502病院 27病院 135病院

369病院

国立・公的
・その他

国立・公的
・その他

国立・公的
・その他

国立・公的
・その他

62.6%
（231病院）

53.3%
（72病院）

59.3%
（16病院）

54.4%
（273病院）
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③ 病院事業に対する繰出基準

※ 繰出基準については、地方公営企業法第１７条の２、地方公営企業法施行令第８条の５及び同施行令附則第１４項に定め
られているところであり、それを受けて下記の経費が地方財政計画に計上されている。

(１) 建設改良に要する経費
病院の建設改良に要するために起こした病院事業債の元利償還金については、その２分の１（た
だし、平成１４年度までに着手した事業に係る企業債元利償還金にあっては３分の２）を基準とし
て一般会計から繰り出すことができることとされている。

(２) へき地医療の確保に要する経費

(３) 救急医療に要する経費

(４) 附属診療所の運営に要する経費

(５) 結核病院・精神病院の運営に要する経費

(６) 高度医療等に要する経費

(７) 附属看護師養成所経費

（８） 院内保育所運営経費

(９) 保健衛生活動経費

(１０) 経営基盤強化対策に要する経費

① 不採算地区病院の運営に要する経費
② 経営健全化対策に要する経費
③ 再編・ネットワーク化等に要する経費 等
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④ 地方財政計画額の推移

病院関係地方財政計画額 （単位：億円）

項目　　　　　　　年度 Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９

建設改良 2,699 2,659 2,705 2,766 2,712 2,717
へき地 113 117 117 128 125 126
結核・精神 706 706 709 637 645 600
高度医療 889 917 934 893 860 853
看護師養成等 264 256 265 257 239 259
救急病院 793 770 763 777 802 784
経営基盤強化対策 850 696 661 671 747 724

6,314 6,121 6,154 6,129 6,130 6,063
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決算の状況（Ｈ１７年度）決算の状況（Ｈ１７年度）

自治体病院の経営状況自治体病院の経営状況

 全事業数に占める経常損失・経常利益事業数の割合と経常損失額    全事業数に占める不良債務発生事業数の割合と不良債務額

12.6

13.7

14.5

87.4

86.3

85.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成15年度

平成16年度

平成17年度

不良債務あり

不良債務なし

83,435百万円

76,141百万円

74,222百万円

60.8

66.2

68.7

39.2

33.8

31.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成15年度

平成16年度

平成17年度

経常損失事業

経常利益事業

164,926百万円

157,528百万円

128,685百万円
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自 治 体 病 院 損 益 収 支 の 状 況

（ 単 位 ： 百 万 円 、 ％ ）

15 1 6 1 7 ( B ) - ( A )

( A )  ( B )  ( A )

4 , 2 4 1 , 1 5 3  4 , 1 8 4 , 8 4 2  4 , 1 9 7 , 8 2 7  4 , 1 5 8 , 6 4 7  4 , 1 5 4 , 4 3 1  △ 0 . 1   

4 , 2 2 8 , 8 8 0  4 , 1 6 6 , 8 3 5  4 , 1 8 4 , 2 6 9  4 , 1 2 8 , 0 7 8  4 , 1 3 6 , 3 9 7  0 . 2   

3 , 6 9 9 , 6 4 1  3 , 6 4 3 , 9 8 1  3 , 6 6 6 , 7 6 4  3 , 6 2 5 , 5 5 0  3 , 6 4 0 , 9 8 8  0 . 4   

う  ち 3 , 4 9 1 , 0 4 8  3 , 4 3 2 , 1 9 3  3 , 4 5 3 , 4 1 7  3 , 4 1 4 , 6 0 7  3 , 4 2 9 , 3 8 4  0 . 4   

1 4 , 3 0 3  1 4 , 4 4 6  1 4 , 9 4 6  1 7 , 6 9 3  1 7 , 1 1 3  △ 3 . 3   

5 5 6 , 7 9 3  5 5 3 , 3 7 8  5 4 5 , 1 3 2  5 2 3 , 4 5 9  5 1 6 , 6 5 4  △ 1 . 3   

1 2 , 2 7 4  1 8 , 0 0 7  1 3 , 5 5 8  3 0 , 5 6 9  1 8 , 0 3 4  △ 4 1 . 0   

4 , 3 0 3 , 8 2 5  4 , 3 1 1 , 2 0 9  4 , 2 9 9 , 1 1 2  4 , 2 8 4 , 7 1 7  4 , 3 0 2 , 0 5 5  0 . 4   

4 , 2 9 2 , 0 0 3  4 , 2 8 8 , 8 7 4  4 , 2 7 7 , 4 7 5  4 , 2 5 9 , 8 0 2  4 , 2 7 9 , 4 4 3  0 . 5   

4 , 0 4 0 , 2 2 2  4 , 0 3 7 , 2 3 2  4 , 0 2 8 , 2 6 2  4 , 0 1 2 , 8 0 1  4 , 0 3 1 , 9 3 3  0 . 5   

う  ち う ち 2 , 0 4 5 , 9 0 5  2 , 0 3 4 , 0 0 4  2 , 0 1 5 , 5 0 9  2 , 0 0 2 , 9 6 3  1 , 9 9 0 , 1 1 6  △ 0 . 6   

2 5 7 , 9 7 5  2 6 2 , 7 8 7  2 7 4 , 1 0 3  2 7 3 , 7 5 1  2 7 7 , 7 0 5  1 . 4   

1 3 2 , 2 7 8  1 3 0 , 3 9 1  1 2 6 , 9 4 5  1 2 3 , 2 3 6  1 2 1 , 0 1 1  △ 1 . 8   

1 1 , 8 2 2  2 2 , 3 3 6  2 1 , 6 3 6  2 4 , 9 1 6  2 2 , 6 1 2  △ 9 . 2   

△ 6 3 , 1 2 3  △ 1 2 2 , 0 3 8  △ 9 3 , 2 0 6  △ 1 3 1 , 7 2 4  △ 1 4 3 , 0 4 5  -   

( 3 8 9 ) 4 0 , 5 8 5  ( 2 7 8 ) 2 5 , 8 5 5  ( 2 9 5 ) 3 5 , 4 7 8  ( 2 4 6 ) 2 5 , 8 0 4  ( 2 1 1 ) 2 1 , 8 8 1  △ 1 5 . 2   

[ 4 9 8 ] 4 9 , 6 8 0  [ 3 5 6 ] 3 2 , 5 0 2  [ 3 8 9 ] 4 5 , 9 6 2  [ 3 4 6 ] 3 9 , 2 7 1  [ 3 3 9 ] 3 7 , 0 5 0  △ 5 . 7   

( 3 6 5 ) 1 0 3 , 7 0 8  ( 4 8 3 ) 1 4 7 , 8 9 3  ( 4 5 7 ) 1 2 8 , 6 8 5  ( 4 8 2 ) 1 5 7 , 5 2 8  ( 4 6 3 ) 1 6 4 , 9 2 6  4 . 7   

[ 4 9 4 ] 1 1 2 , 8 0 3  [ 6 4 4 ] 1 5 4 , 5 4 1  [ 6 1 1 ] 1 3 9 , 1 6 8  [ 6 5 3 ] 1 7 0 , 9 9 5  [ 6 4 3 ] 1 8 0 , 0 9 6  5 . 3   

4 5 2  △ 4 , 3 2 9  △ 8 , 0 7 8  5 , 6 5 3  △ 4 , 5 7 8  -   

A △ 6 2 , 6 7 2  △ 1 2 6 , 3 6 7  △ 1 0 1 , 2 8 5  △ 1 2 6 , 0 7 1  △ 1 4 7 , 6 2 3  -   

( 3 8 9 ) 3 9 , 2 6 7  ( 2 8 7 ) 2 5 , 2 3 3  ( 3 0 2 ) 3 4 , 7 8 0  ( 2 5 6 ) 3 1 , 8 8 1  ( 2 2 6 ) 2 4 , 5 6 1  △ 2 3 . 0   

[ 4 9 8 ] 4 9 , 1 9 3  [ 3 6 5 ] 3 2 , 5 2 8  [ 3 9 3 ] 4 4 , 2 7 6  [ 3 6 4 ] 4 6 , 3 4 0  [ 3 5 6 ] 3 8 , 8 7 5  △ 1 6 . 1   

( 3 6 5 ) 1 0 1 , 9 3 8  ( 4 7 4 ) 1 5 1 , 6 0 1  ( 4 5 0 ) 1 3 6 , 0 6 5  ( 4 7 2 ) 1 5 7 , 9 5 2  ( 4 4 8 ) 1 7 2 , 1 8 4  9 . 0   

[ 4 9 4 ] 1 1 1 , 8 6 5  [ 6 3 5 ] 1 5 8 , 8 9 5  [ 6 0 7 ] 1 4 5 , 5 6 1  [ 6 3 5 ] 1 7 2 , 4 1 1  [ 6 2 6 ] 1 8 6 , 4 9 9  8 . 2   

( 5 3 7 ) 1 , 3 8 8 , 2 1 2  ( 5 6 1 ) 1 , 5 1 2 , 3 1 7  ( 5 6 9 ) 1 , 6 1 9 , 0 2 3  ( 5 6 9 ) 1 , 6 8 2 , 5 7 7  ( 5 2 9 ) 1 , 7 8 1 , 9 6 1  5 . 9   

( 8 4 ) 7 1 , 6 5 1  ( 9 6 ) 7 4 , 7 3 6  ( 9 5 ) 7 4 , 2 2 2  ( 1 0 0 ) 7 6 , 1 4 1  ( 9 8 ) 8 3 , 4 3 5  9 . 6   

B 2 5 7 , 9 7 5  2 6 2 , 7 8 7  2 7 4 , 1 0 3  2 7 3 , 7 5 1  2 7 7 , 7 0 5  1 . 4   

1 9 5 , 3 0 3  1 3 6 , 4 2 0  1 7 2 , 8 1 8  1 4 7 , 6 8 0  1 3 0 , 0 8 2  △ 1 1 . 9   

7 6 2  7 6 4  7 5 4  7 2 8  6 7 4  △ 7 . 4   

8  3  2  -  -  -   

1 , 0 0 6  1 , 0 0 7  1 , 0 0 3  1 , 0 0 0  9 8 2  △ 1 . 8   

1 4  7  3  1  -  皆 減

4 8 . 4  6 3 . 5  6 0 . 8  6 6 . 2  6 8 . 7  -   

4 9 . 8  6 4 . 4  6 1 . 1  6 5 . 4  6 5 . 5  -   

4 8 . 4  6 2 . 3  5 9 . 8  6 4 . 8  6 6 . 5  -   

4 9 . 9  6 3 . 5  6 0 . 7  6 3 . 6  6 3 . 7  -   

　 (注 )　 (　 )内 は 事 業 数 、 [　 ]内 は 病 院 数 で あ る 。

地 方 公 営 企 業 決 算 統 計 よ り

総 収 益

経 常 収 益

年 　 度

 項 　 目

国 庫 ( 県 ) 補 助 金

う ち 料 金 収 入

医 業 収 益

経 常 費 用

総 費 用

特 別 利 益

他 会 計 繰 入 金

支 払 利 息

医 業 費 用

職 員 給 与 費

減 価 償 却 費

純 利 益

純 損 失

経 常 損 益

特 別 損 失

経 常 利 益

経 常 損 失

特 別 損 益

純 損 益

事 業 別

病 院 別

事 業 別

病 院 別

事 業 別

病 院 別

事 業 別

病 院 別

総 事 業 数

総 病 院 数

不 良 債 務

累 積 欠 損 金

減 価 償 却 額

償 却 前 収 支 ( A + B )

う ち 建 設 中

う ち 建 設 中

経 常 損 失 を 生 じ た 事 業 数

経 常 損 失 を 生 じ た 病 院 数

総 事 業
数 ・ 病 院
数 （ 建 設
中 を 除
く ） に 対
す る 割 合

純 損 失 を 生 じ た 事 業 数

純 損 失 を 生 じ た 病 院 数

13 1 4
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　 区　　　　分 自 治 体 病 院 私　的　病　院

134,438 134,917

入院収益 88,508 89,649

室料差額収益 1,352 3,174

外来診療収益 42,830 37,616

その他の医業収益 1,748 4,478

入院収益／Ａ ％ 65.8% 66.4%

室料差額収益／Ａ ％ 1.0% 2.4%

外来診療収益／Ａ ％ 31.9% 27.9%

その他の医業収益／Ａ ％ 1.3% 3.3%

151,028 132,643

給与費 78,318 67,933

材料費 38,802 32,222

委託費 11,994 9,299

減価償却費 10,302 6,300

その他の経費 11,612 16,889

給与費／Ａ ％ 58.3% 50.4%

材料費／Ａ ％ 28.9% 23.9%

委託費／Ａ ％ 8.9% 6.9%

減価償却費／Ａ ％ 7.7% 4.7%

その他の経費／Ａ ％ 8.6% 12.5%

※１　病院経営実態調査報告（社団法人　全国自治体病院協議会）より
※２　「自治体病院」は都道府県・指定都市・市町村・組合が開設者となっている病院である。
※３　「私的病院」は公益法人・社会福祉法人・医療法人・個人病院等である。

※４　結核・精神病院を除いた一般病院の数値である。

医業収入（１００床当たり）　Ａ
　　　　　　　　　　　　　（千円）

医業費用（１００床当たり）　Ｂ
　　　　　　　　　　　　　（千円）

（平成１７年６月現在調査）

自治体病院と私的病院との経営状況比較
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地方公共団体の財政の健全化に関する法律の概要 

 

平成１９年６月 

 

Ⅰ 健全化判断比率の公表等 

○地方公共団体（都道府県、市町村及び特別区）は、毎年度、以下の健全化判断比率を監査委員の審査に付した上で、議会に報

告し、公表しなければならないこととする。 

①実質赤字比率 

②連結実質赤字比率（全会計の実質赤字等の標準財政規模に対する比率） 

③実質公債費比率 

④将来負担比率（公営企業、出資法人等を含めた普通会計の実質的負債の標準財政規模に対する比率） 

 

Ⅱ 財政の早期健全化 

１ 財政健全化計画 

○健全化判断比率のうちのいずれかが早期健全化基準以上の場合には、財政健全化計画を定めなければならないこととする。 

２ 財政健全化計画の策定手続等 

○財政健全化計画は、議会の議決を経て定め、速やかに公表するとともに、総務大臣・都道府県知事への報告、全国的な状況の

公表等の規定を設ける。また、毎年度、その実施状況を議会に報告し、公表する。 

３ 国等の勧告等 

○財政健全化計画の実施状況を踏まえ、財政の早期健全化が著しく困難であると認められるときは、総務大臣又は都道府県知事

は、必要な勧告をすることができることとする。 

 

Ⅲ 財政の再生 

１ 財政再生計画 

○再生判断比率（Ⅰ①～③）のいずれかが財政再生基準以上の場合には、財政再生計画を定めなければならないこととする。 

２ 財政再生計画の策定手続、国の同意等 

○財政再生計画は、議会の議決を経て定め、速やかに公表する。 

○財政再生計画は、総務大臣に協議し、その同意を求めることができる。 
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○財政再生計画を定めている地方公共団体（財政再生団体）は、毎年度、その実施状況を議会に報告し、公表する。 

３ 地方債の起債の制限 

○再生判断比率のうちのいずれかが財政再生基準以上である地方公共団体は、財政再生計画に総務大臣の同意を得ている場合で

なければ、災害復旧事業等を除き、地方債の起債ができないこととする。 

４ 地方財政法第５条（地方債の制限）の特例 

○財政再生計画に同意を得た財政再生団体は、収支不足額を振り替えるため、地方財政法第５条の規定にかかわらず、総務大臣

の許可を受けて、償還年限が財政再生計画の計画期間内である地方債（再生振替特例債）を起こすことができる。 

５ 国の勧告、配慮等 

○財政再生団体の財政の運営が計画に適合しないと認められる場合等においては、総務大臣は、予算の変更等必要な措置を勧告

できることとする。 

○再生振替特例債の資金に対する配慮等、財政再生計画の円滑な実施について国及び他の地方公共団体は適切な配慮を行う。 

 

Ⅳ 公営企業の経営の健全化 

○公営企業を経営する地方公共団体は、毎年度、公営企業ごとに資金不足比率を監査委員の審査に付した上で議会に報告し、公

表する。これが経営健全化基準以上となった場合には、経営健全化計画を定めなければならないこととし、Ⅱ２、３及びⅤ１

と同様の仕組みを設ける。 

 

Ⅴ その他 

１ 外部監査 

○地方公共団体の長は、健全化判断比率のうちのいずれかが早期健全化基準以上となった場合等には、個別外部監査契約に基づ

く監査を求めなければならないこととする。 

２ 施行期日等 

○健全化判断比率の公表は、公布後１年以内から、他の義務付け規定については、地方公共団体の予算編成機会の付与等の観点

から、平成 20 年度決算に基づく措置から適用する。 

○国等に対する寄附を当分の間原則禁止することとしている現行再建法の規定を引き続き設ける。 



公営企業の経営の健全化

○自主的な改善努力によ
る財政健全化

・財政健全化計画の策定（議会の議
決）、

外部監査の要求の義務付け

・実施状況を毎年度公表

・早期健全化が著しく困難と認められ
る

ときは、総務大臣又は知事が必要
な

勧告

○国等の関与による確実な再生

・財政再生計画の策定（議会の議決）、外部
監査の要求の義務付け

・財政再生計画は、総務大臣に協議し、同意
を求めることができる

【同意無】
・災害復旧事業等を除き、地方債の起債を制限

【同意有】
・収支不足額を振り替えるため、償還年限が計画期

間内である地方債（再生振替特例債）の起債可

・財政運営が計画に適合しないと認められる
場合等においては、予算の変更等を勧告

○赤字団体が申出により、財
政再建計画を策定（総務大
臣の同意が必要）

※赤字比率が５％以上の都道府県、
２０％以上の市町村は、法に基
づく財政再建を行わなければ建
設地方債を発行できない

財政の早期健全化 財政の再生

地方財政再建促進特別措置法

新
し
い
法
制

現
行
制
度

（
健
全
財
政
）

（
財
政
悪
化
）

○指標の整備と情報開示
の徹底

・フロー指標：実質赤字比率、連結
実質

赤字比率、実質公債費比率

・ストック指標：将来負担比率＝公
社・

三セク等を含めた実質的負債によ
る

指標

→監査委員の審査に付した上で公
表

健全段階

＜現行制度の課題＞

・早期是正・再生という観点からの分かりやすい財政情
報の開示や正確性を担保する手段が不十分

・再建団体の基準しかなく、早期是正機能がない

・普通会計を中心にした収支（フロー指標）の指標のみで、
ストック（負債等）の財政状況に課題があっても対象と
ならない

・公営企業にも早期是正機能がない等の課題
○公営企業もこれに準じた再建制度

（地方公営企業法) 10



11



基幹病院とサテライト病院・
診療所間の機能分担を徹底

地域における医療提供体制の
維持・医師確保の環境整備

経営効率化 経営形態の見直し

三つの視点に立って、公立病院改革を推進
経済財政諮問会
議（19．5．15）

菅議員提出資料

給与・定員管理の適正化

経費の節減合理化

病床利用率向上等による

収入確保 など

民間的経営手法を導入
・指定管理者制度（４３病院で導入済）

・地方独立行政法人化（８病院で移行済）
・民間への事業譲渡（過去3カ年で９病院で

実施済） など

各自治体において、国の示すガイドライン等を踏まえつつ、経営指標
に関する数値目標を設定した改革プランを策定し、地域医療を確保

経営アドバイザー
等の助言

関係省庁が連携して、総合的に支援
総務省において、新たな支援方策を策定
するとともに、改革の実施状況を調査・公表

都道府県の積極的
な参画

再編・ネットワーク化
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A病院
（４６３床）

Ｂ病院
（２５１床）

Ｄ病院
（９８床）

C診療所
（0床）

 

Ａ病院
（１１０床）

C診療所
（0床）

B病院
（５0床）

Ｄ診療所
（0床）

 
 

 
 

 

基幹総合病院（500床）
救急救命センター

（20床）

（山形県公立置賜病院組合の
例）

再編前 再編後

病床数計８１２床
病床数計６８０
床

（参考）

○むつ総合病院（青森県）の例

職員給与比率 平成１３年度：５６．６％ → 平成１７年度：５２．１％ （△４．５ポイント）

[目標：平成２０年度５１．１％ （△５．５ポイント）]

※民間病院平均５２．１％（厚生労働省調査より）

経営効率化のイメージ

再編・ネットワーク化のイメージ

各自治体が個々に地域での役割を担う ２次医療圏等に存在する自治体病院が、機能分担及び
ネットワーク化を図り全体で該当圏域での役割を担う
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経済財政改革の基本方針２００７ について（抄）

第３章 ２１世紀型行財政システムの構築

１．歳出・歳入一体改革の実現

（２）社会保障改革

③ 公立病院改革

総務省は、平成19年内に各自治体に対しガイドラインを示し、

経営指標に関する数値目標を設定した改革プランを策定する

よう促す。

平成19年6月19日
閣 議 決 定
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○ 総人件費改革基本指針

公務員の総人件費について、定員の大幅な純減と給与制度改革の強力な推進により、大胆に削減
する。その際、政府の規模の大胆な縮減に向けて、国家公務員（94.8万人、郵政公社職員を含む。）の
総人件費について、対ＧＤＰ比でみて今後10年間で概ね半減させるといったような長期的な目安も念頭
におきながら改革を進めるとともに、地方公務員についてもこれを踏まえた削減努力を要請し、官のリ
ストラ努力について国民の理解を得られるよう、あらゆる手段を駆使して改革を断行する。

また、特殊法人、独立行政法人など他の公的部門についても、同様の考え方の下、総人件費の削減
に取り組む。

この基本的考え方に立ち、今後５年間にわたり、以下の取組みを強力に進めることとする。

１．公務員の定員の純減目標

－（略）－
（２）地方公務員の純減目標

「基本方針2005」で要請した4.6%以上の純減確保に向けた各地方団体の真摯な取組及び国による
定員関係の基準の見直しにより、一層の純減の上積みが確保されるよう取組む。

①国基準関連分野
－（略）－

②地方分野
上記①以外の地方が主体的に定数を定める分野の職員（107.5万人）については、これまでの実

績（5年間で5.4%）を上回る純減が確保されるよう、地方の努力を要請するとともに、国は、地方の定
員増をもたらす新たな施策は原則として行わないこととし、真にやむを得ない場合は他の施策の見
直しにより全体として増員とならないようにする。

③ 上記②の努力の一環として、公立大学の大学法人化、公営企業等の地方独立行政法人化公営企業等の地方独立行政法人化
（非公務員型）、民営化等を進める。（非公務員型）、民営化等を進める。

平成17年11月14日

経済財政諮問会議
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○ 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律

平成18年6月2日公布・施行

法律第４７号

第５５条 （地方公務員の職員数の純減）

５ 地方公共団体は、 公立の大学及び地方公営企業について、組織形態の在り方を見直

し、公立大学法人（地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第６８条第１項に規
定する公立大学法人をいう。以下この項において同じ。）又は一般地方独立行政法人（同
法第５５条に規定する一般地方独立行政法人をいい、公立大学法人を除く。）その他の法
人への移行を推進するものとする。
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地方公営企業の経営の総点検について（抄）
平成16年4月13日総務省自

治財政局公営企業課長通知

第２ サービス供給の在り方の再検討と民間的経営手法の導入促進

１ 地方公営企業形態によるサービス提供の適否の再検討

まず、サービス供給自体の継続の適否について、事業やサービスの内容が住民ニー
ズや社会経済情勢に対応したものになっているのか、当初の事業目的が既に達成されて
いないか等の観点から再検討する必要がある。

その上で、サービス供給を継続する必要性が認められる場合にあっては、現在の地方
公営企業形態によるサービス供給を維持することの適否について再検討することが必要
である。とりわけ、公共性の確保等地方公営企業形態でサービスを供給する意義が薄れ
ている場合、収支が中長期的に拡散し他会計からの繰入が増加することが不可避と思わ
れる場合等には、住民のニーズや地域の実情等を踏まえながら、各団体・企業が自ら直
接に実施する必要があるかという原点に立ち戻り、民間への事業譲渡等の選択肢を含め
検討する必要がある。
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○自治体病院の設置・運営形態

① 地方公営企業法一部（財務規定）適用……地方公営企業法上の基本

② 地方公営企業法全部適用……病院事業管理者を設置

③ 指定管理者制度（代行制）……診療報酬を地方公共団体が収受

④ 指定管理者制度（利用料金制）……診療報酬を指定管理者が直接収受

⑤ 特定地方独立行政法人（公務員型） ……役員・職員の身分が公務員

⑥ 一般地方独立行政法人（非公務員型）
⑦ 民間譲渡

※ 地方財政措置は、⑦以外は基本的な公営企業の経営形

態である①と同等の措置を講じることとしている。
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５．全国の自治体病院の改革事例５．全国の自治体病院の改革事例

○ 民間譲渡

砂原町
(現森町)

(北海道)

○平成１０年４月、砂原町国民健康保険病院を医療法人に移譲

北海道 ○平成１４年４月、札幌北野病院を厚生連に移譲

北九州市 ○平成１４年４月、戸畑病院を医療法人に移譲

石 和 町

（現笛吹市）

(山梨県）

○平成１４年１０月、国保峡東病院を医療法人に移譲

東 京 都 ○平成１６年４月、大久保病院を（財）東京都保健医療公社に移管

○平成１８年４月、荏原病院を（財）東京都保健医療公社に移管

鳴 門 市

（徳島県）

○平成１６年４月、板東病院を医療法人に移譲

佐賀関町

（大分県）

○平成１６年７月、国保病院を医療法人に移譲

福 岡 県 ○平成１７年４月より県立５病院のうち４病院の民間移譲（１７年4月移譲の朝倉病院及び遠賀病院は
地元医師会へ、１９年４月移譲予定の柳川病院は財団法人へ、嘉穂病院は済生会へ）、１病院の指定
管理者導入

長 崎 県 ○平成１７年４月、成人病センター多良見病院を日本赤十字社に移譲

巻 町
（現新潟市)

○平成１７年１０月、医療法人に移譲

岡 山 市 ○平成１７年４月より吉備病院を（社）恩賜財団済生会に移譲
・平成１８年５月新病院開院

平成１４年～１８年に、１１事業１２病院で実施

19



○ 民間譲渡（つづき）

沖 縄 県 ○平成１８年４月より県立南部病院を医療法人に移譲

松 山 市
（愛媛県）

○平成１９年４月より中島病院を医療法人に移譲予定

茨 城 町 ○平成１８年４月より国保病院を医療法人に移譲

福 島 県 ○平成１９年４月より県立リハビリテーション飯坂温泉病院を（財）脳神経疾患研究所に移譲予定

公立深谷病院
企業団
（宮城県）

○平成１９年４月より公立深谷病院を医療法人に移譲予定
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埼 玉 県 ○平成１４年４月、地方公営企業法の全部適用
・病院事業管理者に経営改善実績のある県外の自治体病院長を起用

岡 山 市 ○平成１２年７月、地方公営企業法の全部適用の導入
・病院事業管理者を民間病院の管理者に委嘱

つるぎ町
（旧半田町）
(徳島県)

○平成１７年３月、地方公営企業法の全部適用

福 島 県 ○平成１６年４月、地方公営企業法の全部適用
・病院事業管理者に県立医科大学の学長を起用

千 葉 県 ○平成１６年４月、地方公営企業法の全部適用

愛 知 県 ○平成１６年４月、地方公営企業法の全部適用

長 崎 県 ○平成１６年４月、地方公営企業法の全部適用
・病院事業管理者に経営改善実績のある国立病院の病院長を起用

橋 本 市

（和歌山県）
○平成１６年４月、地方公営企業法の全部適用

神奈川県 ○平成１７年４月、地方公営企業法の全部適用
・病院事業管理者に経営改善実績のある県外私立大学附属病院の副本部長を起用

徳 島 県 ○平成１７年４月、地方公営企業法の全部適用
・病院事業管理者に経営改善実績のある県外市立病院の病院長を起用

横 浜 市 ○平成１７年４月、地方公営企業法の全部適用
・病院事業管理者に経営改善実績のある県外大学の常務理事を起用

川 崎 市 ○平成１７年４月、地方公営企業法の全部適用
・病院事業管理者に経営改善実績のある県外の病院事業管理者を起用

茨 城 県 ○平成１８年４月、地方公営企業法の全部適用

○ 全部適用 平成１８年３月現在、８０事業２０３病院で導入

21



大 分 県 ○平成１８年４月、地方公営企業法の全部適用
・病院事業管理者に経営改善実績のある県外の財団法人の会長を起用

鹿児島県 ○平成１８年４月、地方公営企業法の全部適用

沖 縄 県 ○平成１８年４月、地方公営企業法の全部適用

札 幌 市 ○平成１８年４月、地方公営企業法の全部適用

徳 島 市 ○平成１８年４月、地方公営企業法の全部適用
・病院事業管理者に経営改善実績のある県内の公的病院の副院長を起用

青 森 県 ○平成１９年４月、地方公営企業法の全部適用

島 根 県 ○平成１９年４月、地方公営企業法の全部適用

函 館 市 ○平成１８年４月、地方公営企業法の全部適用
・病院事業管理者に道内の大学理事・副学長を起用

盛 岡 市 ○平成１９年４月、地方公営企業法の全部適用予定
・病院事業管理者に県内の医科大学助教授を起用予定

宮 崎 県 ○平成１８年４月、地方公営企業法の全部適用

○ 全部適用（つづき）

○ 地方独立行政法人

江 迎 町
（長崎県）

○平成１７年４月 地方独立行政法人化（非公務員型）

大 阪 府 ○平成１８年４月 地方独立行政法人化（公務員型）

宮 城 県 ○平成１８年４月 地方独立行政法人化（非公務員型）

岡 山 県 ○平成１９年４月 地方独立行政法人化（公務員型）
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名 寄 市 ○平成１５年１２月、国立療養所から名寄病院を市に移譲
・指定管理者として地元医師会を指定

奈 良 市 ○平成１６年１２月、国立病院機構から奈良病院を市に移譲
・指定管理者として（社）地域医療振興協会を指定

横 浜 市 ○平成１７年４月、港湾病院に指定管理者を導入
・日本赤十字社を指定管理者に指定
・みなと赤十字病院へ

黒川地域
行政組合
（宮城県）

○平成１７年４月、公立黒川病院の指定管理者として（社）地域医療振興協会を指定

公立丹南
病院組合
（福井県）

○平成１７年４月、公立丹南病院の指定管理者として（社）地域医療振興協会を指定

川 崎 市 ○平成１８年２月、市立多摩病院の指定管理者として学校法人聖マリアンナ医科大学を指定

精 華 町

（京都府）
○平成１８年４月、国保病院に指定管理者として医療法人医仁会を指定

山 梨 市
（山梨県）

○平成１８年４月、牧丘病院の指定管理者として（財）山梨厚生会を指定

東 栄 町
（愛知県）

○平成１９年４月、国保東栄病院の指定管理者として医療法人財団せせらぎ会を指定

大 江 町 ○平成１７年４月、国保大江病院に指定管理者を導入
・医療法人財団新大江病院を指定管理者に指定

○ 指定管理者 平成１８年１１月現在、４２事業４３病院が導入
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青 森 県

○平成１１年１２月「青森県自治体病院機能再編成指針」を策定
・各医療圏ごとに自治体病院間の機能分担、連携の方向性を示す
○平成１３年１２月青森県健康福祉部内に「自治体病院機能再編成推進チーム」を設置
・指針の推進のための協議会やワーキンググループの設置、運営について県からも支援を行い、再編成計

画の策定を図り、自治体病院の機能分担、再編成を推進する。

山 形 県

○平成７年１１月、置賜広域病院組合を設立、病院を再編（構成団体は、山形県、長井市、南陽市、川西町、
飯豊町）

○平成１２年１１月、新病院開院
・高度医療・救急医療は総合病院が行い、初期医療、慢性期の医療は総合病院のサテライト医療施設となる

２病院２診療所で行う
・サテライト医療施設の標榜診療科の医師不在の場合は、総合病院から医師を派遣、診療を行う

砂川市・奈井
江町（北海道）

○平成１７年１０月、砂川市立病院と奈井江町立国民健康保険病院との医療連携について協定書を締結
・医師確保、患者の紹介・逆紹介、高度医療機器等の共同利用等について連携

○ 広域連携
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近江八幡市
(滋賀県)

○平成１３年５月、ＰＦＩ実施方針の策定
・病院施設の整備・維持管理、医療関連サービス業務等をＰＦＩで行う（ＢＯＴ方式）
・契約期間は３０年間
○平成１５年１０月 ＰＦＩ事業契約締結
○平成１８年１０月 開院

高 知 県
・

高 知 市

○平成１３年２月、ＰＦＩ実施方針の策定
・病院本館・宿舎等の整備・維持管理、医療関連サービス業務等をＰＦＩで行う（ＢＴＯ方式）
・契約期間は３０年間
○平成１４年１２月 ＰＦＩ事業契約締結
○平成１７年３月 開院

島 根 県

○平成１６年３月、ＰＦＩ実施方針の策定
・病院本館の整備、本館・宿舎等の維持管理、医療関連サービス業務等をＰＦＩで行う（ＢＴＯ方式）
・契約期間は１７年２ヶ月間
○平成１７年４月 ＰＦＩ事業契約締結
○平成１９年度(H20.2) 開院（予定）

東 京 都

多摩広域基幹病院・小児総合医療センター
○平成１６年１０月、ＰＦＩ実施方針の策定
○平成１８年１月、ＰＦＩ事業者の決定
・施設整備、維持管理、医療関連サービス業務等をＰＦＩで行う（ＢＴＯ方式）
・契約期間は建設期間＋１５年１ヶ月間
○平成１８年中 ＰＦＩ事業契約締結
○平成２１年度(H22.3) 開院（予定）
がん・感染症医療センター(駒込病院)
○平成１７年１２月、ＰＦＩ実施方針の策定
・施設改修、維持管理、医療関連サービス業務等をＰＦＩで行う（ＲＯ方式）
・契約期間は契約日（平成１９年度中）～平成３８年３月

○ ＰＦＩ事業
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